
防災機能について 

〇現代の廃棄物施設に求められる役割 

今後の廃棄物処理施設整備に当たっては、廃棄物処理施設の特長をいかし、循環資源の

有効活用の中心的施設としての強化、廃棄物エネルギーを利活用した産業振興、災害時の

防災拠点としての活用、環境教育・環境学習の場の提供など、地域循環共生圏の核として

機能しうる、地域に新たな価値を創出する廃棄物処理施設を整備していくことが重要であ

るとしています。                （環境省 HP：廃棄物処理施設整備計画より抜粋） 

 

〇廃棄物処理施設における災害対策の強化 

 廃棄物処理施設においては、地震や水害等によって稼働不能とならないよう、施設の耐

震化、地盤改良、浸水対策を推進し、廃棄物処システムとしての強靭性を確保する。これ

により地域の防災拠点として、特に焼却施設については、大規模災害時にも稼働を確保す

ることにより、自立分散型の電力供給や熱供給等の役割も期待できる。 

                         （環境省：廃棄物処理施設整備計画より抜粋） 

 

〇本施設での対応（案） 

①災害時での稼働確保 

・耐震性能 

防災拠点となる廃棄物処理施設におけるハード対策として、一般廃棄物処理施設の

建築物等では、「官庁施設の総合耐震計画基準」の基準を採用し、震度 7相当に耐えう

るものとして、以下の設計条件とします。（詳細は別紙） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ごみ発電による各種設備の稼働（給湯、冷暖房、汚水処理場、など） 

・非常用発電機の設置（起動電力の確保） 

・処理用薬品の備蓄（1週間程度） 

 

②地域の防災拠点としての活用 

・避難所機能（研修スペースの提供、防災備蓄倉庫の併設、浴室等の開放） 

・蓄電池による他施設への電力供給 

 

資料３ 

項目 設定値

構造体 Ⅱ類

建築非構造
部材 Ａ類

建築設備 甲類

大地震動後、構造体の大きな補修をすることなく建築物を使用できる
ことを目標とし、人命の安全確保に加えて機能確保が図られるものと
する。

大地震動後、災害応急対策活動等を円滑に行ううえ、又は危険物の
管理のうえで支障となる建築非構造部材の損傷、移動等が発生しない
ことを目標とし、人命の安全確保に加えて十分な機能確保が図られる
ものとする。

大地震動後の人命の安全確保及び二次災害の防止が図られていると
ともに、大きな補修をすることなく、必要な設備機能を相当期間継続で
きることを目標とする。

耐　震　安　全　性　の　目　標





（参考）耐震安全性の分類

構造体
建築非構
造部材

建築設備

・指定行政機関が入居する施設
・指定地方行政機関のうち地方ブロック機関が入居する
施設
・指定地方行政機関のうち、東京圏、名古屋圏、大阪圏及
び大震法の強化地域にある機関が入居する施設

Ⅰ類 Ａ類 甲類

・指定地方行政機関のうち上記以外のもの及びこれに準
ずる機能を有する機関が入居する施設

Ⅱ類 Ａ類 甲類

・病院及び消防関係施設のうち災害時に拠点として機能
すべき施設

Ⅰ類 Ａ類 甲類

・病院及び消防関係施設のうち上記以外の病院 Ⅱ類 Ａ類 甲類

・被災者の受け入れ等
・学校、研修施設等のうち、地域防災計画において避難
所として位置づけられた施設

Ⅱ類 Ａ類 乙類

・放射性物質若しくは病原菌類を貯蔵又は使用する施設
及びこれらに関する試験研究施設

Ⅰ類 Ａ類 甲類

・石油類、高圧ガス、毒物、劇物、火薬類等を貯蔵又は使
用する施設及びこれらに関する試験研究施設

Ⅱ類 Ａ類 甲類

・多数の者が利用する施設 ・文化施設、学校施設、社会教育施設、社会福祉施設等 Ⅱ類 Ｂ類 乙類

・一般官庁施設 Ⅱ類 Ｂ類 乙類

（参考）防災機能の事例

その他

耐震安全性の分類

分類 活動内容 対象施設

災害応急対策活
動に必要な施設

災害対策の
指揮、情報伝
達等のため
の施設

・災害時の情報の収集、指令
・二次災害に対する警報の発令
・災害復旧対策の立案、実施
・防犯等の治安維持活動
・被災者への情報伝達
・保健衛生及び防疫活動
・救援物資等の備蓄、緊急輸送活動
等

救護施設
・被災者の救援、救助及び保護
・救急医療活動
・消火活動等

避難所として位置づけられた施
設

人名及び物品の
安全性確保が特
に必要な施設

・危険物を貯蔵又は使用する施設
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